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日光市議会委員会条例の一部を改正する条例 

 

日光市議会委員会条例（平成１８年日光市条例第２９７号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する 

改 正 前 改 正 後 

（常任委員の所属、常任委員会の名称、委員定数及びその所管） （常任委員の所属、常任委員会の名称、委員定数及びその所管） 

第２条 略 第２条 略 

２ 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。 ２ 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。 

(１) 略 (１) 略 

(２) 民生教育常任委員会 ８人 (２) 民生教育常任委員会 ７人 

  略   略 

(３) 観光産業常任委員会 ８人 (３) 観光産業常任委員会 ７人 

  略     略 

附 則 

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日光市議会委員会条例の規定は、同日以後初めてその期日を告示される一

般選挙により選挙される議員の任期の初日から適用する。 


